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１ 経緯 

横浜市緑公会堂の指定管理者の選定にあたり、横浜市緑公会堂指定管理者選定委員会

（以下、「選定委員会」という。）は、応募団体から提出された応募書類の審査やプレゼ

ンテーションを行いました。 

このたび、選定委員会による審査が終了し、指定候補者を選定しましたので、ここに選

定結果を報告します。 

 

２ 横浜市緑公会堂指定管理者選定委員会 委員（委員長ほか 50 音順） 

委員長 中島 智人（産業能率大学経営学部教授） 

委員  土志田 誠人（前三保町自治会会長） 

委員  平山 孝子（東京地方税理士会緑支部） 

委員  本田 義之（緑区民音楽祭実行委員会委員長） 

委員  正木 きよ子（緑区民生委員児童委員協議会副会長） 

 

３ 審査の経過 

令和３年５月12日 第１回緑公会堂指定管理者選定委員会 

（公募・選定スケジュール、公募関係書類、審査基準、審査方法等の決定等） 

令和３年５月24日 公募開始（公募要項等緑区ホームページ掲載） 

令和３年６月８日 応募者説明会 

（参加 ２団体３人） 

令和３年６月14日～６月15日 公募要項等に関する質問の受付（質問数 ０） 

令和３年６月25日公募要項等に関する質問の公表 

令和３年７月15日 応募書類受付開始 

令和３年７月16日 応募書類受付の終了（１団体提出） 

令和３年８月３日 第２回緑公会堂指定管理者選定委員会 

面接審査･審議、候補団体の選定 

 

４ 審査にあたっての考え方 

選定委員会では、「横浜市緑公会堂指定管理者公募要項」（以下、「公募要項」という。）

においてあらかじめ定めた「緑公会堂指定管理者評価基準項目」（別添）にしたがって、

応募団体から提出された応募書類の審査及びプレゼンテーションによる面接審査、質疑を

行い、指定候補者を選定することとしました。 

なお、点数については、各委員 175 点を持点とし、各委員の合計額を評価点としました。

また、最低基準点について加減点項目を除く評価基準項目の合計点の６割としました。 

 

 



５ 応募者の制限 

応募団体について、応募書類により、公募要項に定める応募の資格を持ち、欠格事項、

失格事項に該当しないことを確認しました。 

 

＜参考 公募要項＞ 
７ 応募に関する事項 
(3) 応募者の資格 

指定期間中、安全かつ円滑に対象施設を管理運営することのできる法人その他の団体（複
数の団体が共同する共同事業体を含む。）とします。法人格は必須ではありませんが、個人
での申請はできません。 

(4) 欠格事項 
次に該当する団体は、応募することができません。 

ア 地方自治法施行令第167条の４の規定により横浜市における入札の参加資格を制限されてい
ること 

イ 法人税、法人市民税、消費税及び地方消費税等の租税又は労働保険料を滞納している 
こと 

ウ 労働保険（雇用保険・労災保険）及び社会保険（健康保険・厚生年金保険）への加入
の必要があるにも関わらず、その手続きを行っていないもの。 

エ 会社更生法・民事再生法による更生・再生手続中であること 
オ 当該指定管理者の選定を行う選定委員が、応募しようとする団体の経営又は運営に直

接関与していること 
カ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団経営支配法人等（横浜市暴力団排除条
例（平成 23 年 12 月横浜市条例第 51 号）第２条第５号に規定する暴力団経営支配法人等
をいう。）であること 
※ 本項目について、横浜市が神奈川県警察本部に対し調査・照会を行うため、別添の

「役員等氏名一覧表」（様式９）を提出してください。 
キ 指定管理者の責に帰すべき事由により、２年以内に指定の取消を受けたものであるこ 
 と 
ク ２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けていること（仮に受けている場合には、

必要な措置の実施について労働基準監督署に報告済みでないこと） 
※ 共同事業体の場合には、構成するすべての団体が前記の欠格事項に該当しないとと

もに、応募時に、「共同事業体の結成に関する申請書（様式 10）」を提出することとし
ます。また、選定後協定締結までに、代表団体及び責任分担を明確に定めた組合契約
を締結し、組合契約書の写しを提出することとします。 

 (6) 留意事項  
ア 接触の禁止 

選定委員会委員、横浜市職員その他の本件関係者に対して、本件応募について直接・間
接を問わず接触を禁じます。 

イ 重複応募の禁止 
同一案件に対して、複数案の応募に参画することはできません。 

ウ 応募内容変更・追加の禁止 
提出された書類の内容の変更又は書類の追加はできません。ただし、選定委員会が認め

た場合はこの限りではありません。 
エ 団体役職員（構成員）以外の者による、次の行為の禁止 

応募にあたって、応募団体（共同事業体に当たっては、構成団体）の役職員（構成員）
以外の者が、次の行為を行うことを禁止します。 

（ア） 指定管理者応募者説明会及び現地見学会への代理出席 
（イ） 事業計画書等提出書類の作成（ただし、作成に関する技術的な助言等は除く。） 
（ウ） 選定委員会の面接審査への出席 
オ  応募者の失格 

応募者が次の事項に該当した場合は、失格となることがあります。 
①  ア～エの禁止事項に該当するなど、公募要項に定める手続を遵守しない場合 
②  応募書類に虚偽の内容を故意に記載した場合 



６ 応募団体 

１団体から応募がありました。 

・ 株式会社清光社 

 

７ 審査結果   

応募団体から提出された応募書類の審査及びプレゼンテーションによる面接審査、質疑

を厳正に行った結果、次の団体を指定候補者と決定しました。  

(1) 順位  

 １位 株式会社清光社（指定候補者）  

 

(2) 得点 

項目(配点） １位 

１ 公会堂の設置理念、区政運営上の位置付け等の

理解（100 点） 
86 

２ 公共施設としてのサービス品質の維持・向上 

 （275 点） 
224 

３ 管理運営経費の縮減と収入の増加への取組 

（200 点） 
140 

４ 安定した運営体制の確保（200 点） 164 

５ 新型コロナウイルスへの対応等（50 点） 40 

加減点項目を除く合計（825 点）※ 654 

６ 団体の状況・実績（50 点） 40 

合   計（875 点） 694 

   ※ 最低基準点：825 点×６割＝495 点 

 

 

 



８ 審査講評 

   現場主義に立った運営を行っていることが評価できます。例えば、利用団体のチケッ

トの委託販売を行うなど、現場に裁量が任されていました。また、日頃のスタッフの対

応があたたかく親切で、区民の方に安心して利用されています。一期目のノウハウが蓄

積されており、また、財務状況も良好で、二期目以降も安心して運営を任せられます。 

今後は、公会堂を普段使わない人にも情報が届くよう、アウトリーチ活動に積極的に

取り組んでいくことを期待します。 

 


